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第６次小田原市総合計画行政案　詳細施策指標一覧
【全指標】
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

重層的支援体
制の構築

多機関連携による支援件
数

件 令和2年度 5 20

重層的支援体制は、包括的相談支援、多機関連
携、参加支援、地域づくりなど複数の取組を一体
的に進めるものである。その中で多機関連携の事
業は、単独の相談機関では対応が難しい複合化・
複雑化した支援ニーズを有する事例への支援調
整であり、ここでの支援に関する経験やノウハウの
共有が各相談機関の対応力の向上につながること
から、本指標により詳細施策の取組を全体的に評
価できると捉えている。

指標は、支援にかかわる多機関の役割分
担や支援の目標・方向性を整理してチーム
として支援を行った件数と捉え、数値は、モ
デル事業における類似の実績値となってい
る。
なお、個々の相談事例において、各機関が
個々に連携して支援を行うことは日常的に
行われている。

令和６年度までに、月２件程度の多機
関連携による、調整会議を踏まえた支
援の実施を行うことを目標値とした。

福祉政策課

地域福祉活動
への支援

民生委員・児童委員の相
談件数

件 令和2年度 5,000 5,000

民生委員・児童委員は地域福祉の要であり、その
活動が継続されることが必須である。複雑・複合的
な課題を抱える相談者が増える中、民生委員への
負担も増えている。民生委員の活動を維持するた
めには、担い手の育成や多様な主体の参画と連携
等により、地域福祉を支える体制を作っていくこと
が必要であることから相談件数を指標としたもので
ある。

民生委員が地域で活動している中で受ける
相談件数を集計したもの

民生委員・児童委員の相談件数（活動
実績）が維持できていることが、地域福
祉を支える体制が整っていることの成果
として見ることができるため、相談件数
を維持することとした。 福祉政策課

セーフティネッ
トの充実

就労支援事業対象者にお
ける就労決定率

％ 令和2年度 18 50

生活保護制度はセーフティーネットとして機能する
一方で、利用者の自立の支援も重要であり、経済
的な自立を促すことで安定した生活を送ることにつ
なげる就労支援事業を設定した。

指標は、生活保護利用者の就労を支援す
る就労支援事業の対象者の実績値となっ
ている。

国の指標をもとに、基準値である令和２
年度の状況を踏まえ設定した。

生活援護課

多様性が尊重
される社会の
実現

市の審議会等への女性の
参画率

％ 令和2年度 31.5 40

政策や方針について、協議・決定する場において
は、男女の構成は半々であることが理想とされる。
誰もが性別を意識せず活躍でき、多様性が尊重さ
れる社会を目指すため、まずは市政のあらゆる分
野において、男女双方の意見が偏りなく反映される
ことを図るために設定した。

平成７年に「小田原市審議会等への女性
登用推進の指針」を策定し、以後、女性委
員の比率が40以上60％未満となるように
推進してきた。過去５年間は30％台で推移
してきたが、令和３年４月時点では30％を
割っている。

令和６年度に向け、委員選出にあたり
推薦団体への働きかけや、役職指定の
緩和等の見直しにより、「審議会等への
女性参画推進の指針」の下限である
40％を目標値とした。

人権・男女共
同参画課

地
域
福
祉
・
多
様
性
の
尊
重
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※指標名の網掛けは、第5次と同じ指標だが第6次において指標の数値の取り方を変えたもの（理由記載）
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

生きがいづくり
の促進

アクティブシニア応援ポイ
ント事業年間延べ参加者
数

人 令和2年度 426 3,700

高齢者がボランティアやレクリエーションなど、さま
ざまな活動をすることは、他者との交流や外出、社
会参加を促進し、生きがいづくりに繋がる。
本事業は、そうした活動機会を提供するものであ
り、本指標の経年を追うことで、詳細施策の取組を
総合的に評価するもの。

指標は、60歳以上の市民が、市指定の介
護保険施設等において行うボランティア活
動の、年間延べ参加者数実績値。
ただし、令和２年度の実績値は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響から例年と比べて低
い状況にある。

第８期おだわら高齢者福祉介護計画に
おけるアクティブシニア応援ポイント事
業の年間延べ参加者数（見込値）。
令和６年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響が落ち着くと想定するほか、受
入施設の追加など選択肢を増やすこと
で参加者増を見込み、算出。

高齢介護課

高齢者支援・
相談体制の充
実

高齢者の地域課題に関す
る検討会議の取扱件数

件 令和2年度 68 126

地域の高齢者を取り巻く課題は複雑多様化してお
り、幅広い視点からの支援が必要となっている。
市と地域包括支援センターでは、介護保険事業所
のほか、民生委員や社会福祉協議会等の地域福
祉団体、医療や法律等の専門職による「地域ケア
会議」を開催し、高齢者の個別課題や地域課題に
対応している。
この会議で扱う事例数が増えることは、多様な連
携体制の強化となり、地域共生社会の実現を目指
すことができる。

指標は、地域包括ケアシステムの実現にむ
けた手法の一つである「地域ケア会議」での
事例等の取扱件数の合計値。
ただし、令和２年度の実績値は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響から例年と比べて低
い状況にある。

【地域ケア会議の内訳】
○個別ケア会議（個別事例の課題解決）：45件
○圏域ケア会議（地域レベルの課題解決）：2件
○自立支援ケア会議（自立支援の視点での事例
検討、地域課題の把握）：21件

第８期おだわら高齢者福祉介護計画に
おける令和６年度の地域ケア会議の取
扱件数（見込値）
令和６年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響が落ち着いていると想定し算
出。

【内訳】
○個別ケア会議：60件
○圏域ケア会議：12件
○自立支援ケア会議：54件

高齢介護課

介護サービス
の提供

ケアプラン点検数 件 令和2年度 108 108

介護支援専門員の資質向上を図るため、市内す
べての介護支援専門員に対し、定期的なケアプラ
ン点検を実施し、市民に対する質の高い介護サー
ビスの提供を継続的に担保することにつながると捉
えている。そのため、本指標の数値を着実に履行
することで、詳細施策の取組を評価することができ
る。

指標は、市内すべての介護支援専門員に
対し、概ね３年に1回ケアプラン点検を実施
できるよう実績値によったものである。
(各年度とも介護支援専門員54人×ケアプ
ラン２件＝108件)。

第８期おだわら高齢者福祉介護計画に
おける令和６年度のケアプラン点検数
（見込値）
市内すべての介護支援専門員に対し、
概ね３年に1回ケアプラン点検を実施で
きるよう、実績値を基に目標値とした。

高齢介護課

障がい者支
援・相談体制
の充実

基幹相談支援センター延
べ相談件数

件 令和2年度 171 600

障がい者の地域での生活を支援していくうえで、障
がい者本人や家族、地域の支援者が相談しやす
い環境づくりが大切となる。基幹相談支援センター
の相談件数はを経年で追うことにより、地域全体の
状況把握ができる。

指標は、令和２年１２月に開設した基幹相
談支援センターの令和３年３月までの４か
月間で受け付けた相談件数の実績値と
なっている。相談者は地域の相談支援事
業所からのものだけではなく、行政機関や
介護保険関係機関などからの相談も含ま
れている。

令和２年度の４か月間の相談件数を基
に年間相談件数目標としている。障が
い者からの相談は多様化・複雑化して
いる傾向があり、これまで以上に幅広い
分野からの相談がくることを予想し目標
値とした。

障がい福祉課

障がい者権利
擁護の推進

普及啓発イベント参加者数 人 令和2年度 170 500

障がい者の権利擁護を推進するためには、地域住
民の障がい者に対する心の障壁を解消することが
大切であり、普及啓発イベント等の参加者数は、障
がい者理解がどこまで普及しているかを把握するう
えでの目安となる。

令和２年度に実施したノーマライゼーション
理念理解促進研修・啓発事業の講演会の
参加者数とした。

講演会だけでなく、様々な場を活用した
障がい者イベント等を実施することで、
障がい者理解の促進を促進を目指す
ため本目標値とした。

障がい福祉課

障がい者サー
ビスの充実

介護給付及び訓練等給付
の利用者数

人 令和2年度 2,108 2,500

本市には障害者福祉費の上昇傾向といった課題
があり、毎年、障がい福祉サービスのうち介護給付
や訓練等給付にかかる予算は補正しなければ賄
いきれない状況が続いている。そこで、本指標の経
年を追うことで詳細施策の取組を総合的に評価で
きる。

指標は、全国共通の障害福祉サービスのう
ち食事や入浴の介助等の介護に関する介
護給付及び就労訓練、生活訓練等の訓練
に関する訓練等給付における支給決定者
数の実績値となっている。

R６年度に向け、障がい者の重度化や
介護者の高齢化によるサービス量の増
加が見込まれるため、第６期小田原市
障がい福祉計画の令和５年度見込量
を基礎に目標値を定めている。

障がい福祉課

障がい者社会
参加の促進

就業・生活支援センターへ
の登録者数

人 令和2年度 478 510

障がい者が就業するということは、障がい者の活躍
できる場を創出することになり、また社会貢献にも
なる。
本指標を経年で捉えていくことで、障がい者の職業
生活面におけるニーズを把握し、就業生活面での
自立支援に繋げていくため指標設定した。

指標は、国の事業である職業・生活支援の
事業を選択したものであり、「障害者就業・
生活支援センター」への令和２年度末にお
ける登録者の実数である。

障がい者手帳の交付を受けている人数
は年々増加しており、これに伴い、「障
害者就業・生活支援センター」への登
録者数も増加で見込んで目標値とし
た。

障がい福祉課

高
齢
者
福
祉
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

保健予防の充
実

がん検診受診者数 人 令和2年度 54,270 60,000

全国においても、本市においても、死因の第１位は
悪性新生物となっており、受診者数を伸ばすこと
が、各がん検診における罹患率、死亡率を下げる
のに有効であり、健康寿命の延伸につながることが
期待できるため。

過去実績から、各がん検診の受診率の伸
び率を勘案し、それをもとに総計受診者数
を算出した。

コロナ禍以前のがん検診受診率は、着
実に伸びていたため、受診者数の増加
を見込んだ。

健康づくり課

健康増進・介
護予防の推進

脳血管疾患の死亡率(対
人口10万人)

人 平成30年 101.5 93

本市の健康寿命の延伸という、健康増進計画の目
標を考えるとき、他の市町と何が違うのか検討した
結果、常に高い値の死亡率が脳血管疾患であった
ことと、その原因疾患となる、高血圧の罹患者も高
いという状況がわかったため、脳血管疾患の死亡
率を下げることが、全体的な疾病予防につながると
考えたため。

人口１０万人で考えたときに、何人が脳血
管疾患が原因で亡くなっているか表したも
の。（他の疾患の死亡率も人口１０万対とし
て表す）

全国は87.1で県は65.9という値になっ
ているなか、高血圧等の予防に努める
ことで、年間２人ずつ減少させることを
見込み、少しでも国の平均値に近づけ
ることを考えている。（効果的な事業を
展開したとしても、結果がすぐにでないこ
とも考慮している）

健康づくり課

食育の推進 食育実践活動実施回数 回 令和2年度 14 21

健康づくり課では、食育を推進するための活動をし
ている市民ボランティアの食育サポートメイトを養
成、育成している。この食育サポートメイトが市民に
食育を推進することで、食育が地域において広く普
及すると考え、食育サポートメイトが食育を実践し
た回数を指標として設定した。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観
点から、食育活動の実施が難しい状況を踏
まえ、直近の令和2年度の値を基準値とし
た。

コロナ禍において、食育活動を行うには
厳しい状況の中、食育サポートメイトと検
討して、実施方法を工夫しながら回数
増を図っていくことを前提に、現実的な
目標として、令和３年度は１回の増加に
留めた。令和４年度以降は毎年度２回
ずつ増加し、令和６年度は21回とした。

健康づくり課

地域医療連携
の推進

24時間365日安心して医
療が受けられる体制が整っ
ていると思う市民の割合

％ 令和3年度 62.3 70.0

本市では24時間365日医療を受けられる体制と
なっているが実施施策が、市民の認知度や満足度
につながっているか把握するため。

総合計画策定にあたり、実施したアンケート
結果による

どのような医療の充実が安心につなが
るか把握し、本市の医療体制の認知度
を高めるなどしながら、まずは3分の2以
上である66.6％を超えることを目標とし
た。

健康づくり課

救急医療体制
の充実

休日・夜間急患診療開設
日数

日
令和2年

度
365 365

休日・夜間急患診療所は、かかりつけ医が休診で
ある休日と夜間に診療を受けることができる一次救
急施設である。本診療所が365日維持され、機能
することは二次、三次救急医療への軽症患者の受
診抑制にもなるなど、救急体制の安定につなが
る。

休日・夜間急患診療所の診療日
【休日・夜間急患診療所の診療日】
・平日・土曜の夜間（内科・小児科）
・休日の日中
・休日の夜間（内科・小児科）

すでに365日診療する体制が整ってい
ることから、現在の運営体制を維持する
ことを目標としている。

健康づくり課

市立病院の健
全経営

病院事業の経常収支比率 ％
令和2年

度
95 103

持続可能な病院経営を行っていくため、経常黒字
及び純利益の確保を目指す観点から指標とした。

H28以降、100％以上（黒字）を維持してき
たが、R2は96.2％とコロナの影響で減少し
た。（直近実績値）

過去５年間で一番良い値を目標値とし
た。

経営管理課

新病院の建設
新病院建設事業進捗率
（令和３年11月に設定予
定）

％ 令和3年度

新病院の建設の進捗を明確に数値化できるため。

ー ー 病院再整備課

健
康
づ
く
り
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

消防組織体制
の強化

小田原市消防署所再整備
計画に基づく再整備進捗
率

％ 令和2年度 37.5 50.0

老朽化している消防庁舎の再整備とそれに合わせ
た署所の再配置等を行うことで消防力がより適正
に配置され、消防需要に適応した効率・効果的な
消防体制が構築されていく状況を示したもの

再整備対象８署所の事業実績を100％とし
た。（１署所の割合は12.5％に均等化す
る。）１署所整備に係る設計及び建築業務
の比率を20：80とする。建築業務が年度を
またぐ場合はその工事進捗率を参考に算
出する。

再整備対象８署所の事業実績に基づ
き、対象４署所の再整備が完了する見
込みであるため。

消防総務課

消防・救急対
応力の強化

消防部隊の訓練実施状況 回 令和2年度 2,487 3,000

複雑多様化する災害に対し、各種訓練を実施する
ことにより、知識、技術の向上を図り、災害対応力
を向上させ、被害を軽減し市民の期待応えていく。

小田原消防署及び足柄消防署において令
和２年度に実施した各種訓練の実績から算
出した。

更なる災害対応の強化を図るため、現
状の訓練実績より二割多い訓練回数を
目標値とし設定した。 警防計画課

火災予防の推
進

住宅用火災警報器設置率 ％ 令和2年度 65 80

住宅用火災警報器の設置は住宅防火対策の要で
あり、平成18年の設置義務化以降、本市において
も奏功事例が多数見受けられ、全国的にも住宅火
災による死者は減少傾向にあることから、設置率
の向上が、火災による死傷者及び損害の減少に繋
がるものである。

例年、消防庁が実施している「住宅用火災
警報器の設置状況等調査」に基づき、令和
2年に実施した、市内98世帯（無作為抽
出）に対する訪問調査において、住宅用火
災警報器を設置していた住宅の割合を基
準値とした。
年度により、調査結果のばらつきはあるもの
の過去5年間は60%前後を推移している。

消防職員及び消防団員を中心に設置
率向上のための広報活動を行っている
が、いまだ県平均（85%）及び全国平均
（83%）　を下回っている。
今後も火災予防運動等の機会に積極
的な広報活動を展開し、全国平均に近
づくために設置率80%を目標値とした。

予防課

持続可能な消
防団体制の構
築

消防団施設の耐震化 ％ 令和2年度 65 72

消防団施設（消防団待機宿舎等）は、消防団員の
災害活動拠点となる重要な施設であるが、老朽化
が著しく、耐震性にも問題がある施設が多く存在す
ることから、指標の数値を改善させることで、災害
対応力が向上するとともに、施策事業の進捗を見
ることができる。

指標は、消防団待機宿舎の耐震化率と
なっている。現在、市内には消防団待機宿
舎が54施設あるが、耐震性を有しているの
は、そのうち35施設（65％）となっている。

消防団待機宿舎については、毎年１施
設ずつ計画的に再整備を進めることとし
ていることから、令和６年度における耐
震化実施率を目標値とした。

小田原消防
署消防課

災害被害軽減
化の推進

危険なブロック塀の撤去数 件 令和2年度 503 543

平成３年よりブロック塀の撤去に係る補助金を継続
しているが、毎年一定程度の申請件数があり、継
続して行うことで災害被害軽減化を図ることに関し
適当な指標と考えたため。

指標はこれまでのブロック塀撤去の補助金
の累計件数に年間の申請目標件数を10件
として積算した。

１年間の申請件数１０件を目標値とし
た。

防災対策課

災害時即応体
制の強化

マンホールトイレの設置 箇所 令和2年度 1 7

災害時におけるトイレ問題を便袋、仮設トイレと共に
複合的に解決するため、国土交通省により推奨さ
れているマンホールトイレの設置を行うことにより、
災害時に即応できる体制づくりを強化するための
指標とした。

現在マンホールトイレについては広域避難
所である町田小学校に1基設置されている
が、今後災害拠点24か所の設置を検討し
ている。

マンホールトイレを災害拠点２４か所に
令和6年度より４年間で計画的に整備
するにあたり、整備初年度の令和６年の
数値を６基としたため。

防災対策課

地域防災力の
強化

総合防災訓練及び地域防
災訓練の参加者数

回 令和元年度 7,845 11,000

地域防災力の強化は平常時における住民主体の
活動によるところが大きいため、いっせい総合防災
訓練等の参加者数を指標とした。

【第5次と数値の取り方を変更した理由】
令和元年度まで、「水防訓練」、「総合防災訓
練」、「いっせい防災訓練」と年３回訓練を行ってい
たものを統合し、「いっせい総合防災訓練」として年
１回の開催としたため数値の取り方が変わった。

指標は市内全域で自主防災組織（自治
会）を中心に関係機関と共に行われるいっ
せい総合防災訓練や地域で行われる自治
会単位訓練の参加者数を指す。

「いっせい総合防災訓練」の参加者数
の実績に約1000人を加え8,000人と
し、地域ごとの訓練を活性化し、その目
標参加者数を3,000人まで高めることと
した。

防災対策課

危機管理体制
の整備

危機管理体制の構築に向
けた関係機関との連携実
績

回 令和2年度 4 4

他の市町村と連携が災害時に有効に機能するた
め、平常時から検討を行う必要がある事から、その
検討を行う会議体数を指標とした

湘南七市四町防災事務連絡協議会等の
連携数を指標としている。

引き続き連携を行うため、現状の数値
とした。

防災対策課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

地域の安全確
保

刑法犯認知件数 件 平成30年 1,160 898

地域の安全を確保するためには、地域の犯罪を減
少させることが不可欠であることから、成果指標とし
て、刑法犯認知件数が適当であると考えたため。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け
ていない平成30年の数値を基準値とした。

基準値に、平成27年から平成30年ま
での平均減少率（8.2％）を年間減少率
とし、導き出した数値を設定した。 地域安全課

交通安全活動
の推進

交通事故件数 件 平成30年 659 541

地域の交通安全を確保するためには、地域の交通
事故を減少させることが不可欠であることから、成
果指標として、交通事故件数が適当であると考え
たため。

交通事故件数は平成27年から減少傾向に
ある。新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受けていない平成30年の数値を基準値
とした。

基準値に、平成27年から平成30年ま
での平均減少率（6.3％）を年間減少率
とし、導き出した数値を設定した。 地域安全課

暮らしの相談・
消費者行政の
推進

消費生活相談件数のうち
解決した件数等の割合

％ 令和2年度 89 95

消費者行政の推進においては、相談により消費者
被害の防止及び回復の手助けを図ることが重要で
あるため、成果指標として、「相談件数のうち『解決
した件数』及び『助言により自主的な交渉につなげ
た件数』の割合」が適当であると考えたため。

悪質商法や詐欺等の手口は年々巧妙化
し、消費者問題は複雑化・多様化してい
る。そのため過去5年間の傾向を見ると、
「解決した件数」及び「助言により自主的な
交渉につなげた件数」の割合は低下傾向に
あり、平成28年度は95.8％であったが、令
和２年度には89.2％まで低下している。

過去５年間で最も数値が高かった平成
28年度の数値を目標値とした。

地域安全課

地域における
課題解決の支
援

地域コミュニティ組織の分
科会数

分科会 令和2年度 90 103

地域コミュニティ組織は、地域の力で課題を解決
するための組織で、地域の実状に応じて分科会を
設置している。分科会は、分野ごとに設置し、課題
解決に向けて検討や事業等に取り組んでいるた
め、分科会数が活動状況を示す指標として適当だ
と考えている。

令和2年度の分科会数 平成30年度～令和２年度の３年間の
平均伸び率を計算し、令和４年度～６
年度の数値を算出。
※地域別計画の見直しや地域の状況
の変化などによって、目標値に変動が
生じる可能性がある。

地域政策課

市民活動の支
援

市民交流センターＵＭＥＣ
Ｏ登録団体数

団体 令和2年度 394 400

本来は市民活動による地域貢献に係る数値を指
標とすることが望ましいが把握できないため、その
主体となる市民活動団体の数も目安としては有効
であると考え、指標として用いた。

年度末時点で、市民交流センターＵＭＥＣＯ
に登録されている市民活動団体の数

過去3年度の実績（平成30年度391、
令和元年度409、令和2年度394）はい
ずれも400前後の数値であり、担い手の
高齢化等に伴い今後減少の恐れがあ
るが、施策の実施により数値を維持した
い考えであるため。

地域政策課

まちづくりの担
い手育成

市民学校修了生の担い手
実践活動人数

人 令和2年度 36 90

市民学校の目的が地域活動の担い手育成として
いるため

令和元年度卒業生・修了生の活動人数実
績

第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略に
おけるKPIと同様
市民学校１年目当初定員30人のうち
4割が既に活動済：30×0.4＝12人
未活動の３割が市民学校後に活動
開始：（30-12）×0.3＝約6人
令和２～６年の5年間輩出
（12人+6人）×5年間＝90人

生涯学習課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

子育て支援の
充実

ファミリー・サポート・セン
ターの支援会員数

人 令和3年度 345 420

子育て環境をよりよくするためには、社会全体で支
援していくことが必要である。子育て中の親への直
接的な支援を行う人（支援会員）の増加は、社会
全体として支援をしていこうとする意識の表れであ
り、社会の意識形成の進捗が判断できるため指標
とした。

支援会員の高齢化と、コロナ禍における対
人接触機会の回避の影響から、本指標（基
準値）は、過去10年間で最少の数値となっ
ている。

子育て家庭による相互支援の考え方も
取り入れ、若い支援会員の増加を意識
した取組を進めており、Ｒ６年度に向け、
コロナ禍以前の状況まで会員数を上げ
たいことから、令和元年度の数値を目
標とした。

子育て政策課

保留児童数 人 令和3年度 84 63

待機児童以外にも保育所等に入所できていない
児童がいる中、潜在的な保育ニーズへの対応を
把握できるため。

保育所等の入所申請をしたにもかかわら
ず、受入数の超過により入所できなかった
児童数で、県内他市との比較では低い状
況にある。

計画的な保育の受け皿整備に合わせ、
入所できない児童数が減少するものと
見込まれることから、これまでの減少トレ
ンドに見合った目標値とした。 保育課

待機児童数 人 令和3年度 5 0

当該指標は子ども子育て支援環境の充実度を示
す指標として各市町村が発表している。故に経年
を追うことで本市の状況を客観的に評価できる。

保留児童数から国が定める条件(特定の保
育所を希望している場合等)を差し引いた
児童数で、県内他市との順位では中ほどで
ある。

国の「新子育て安心プラン」によれば、
令和6年度末で待機児童を解消するこ
ととしており、計画的に施策を実施して
いくため。 保育課

切れ目のない
支援体制の確
立

児童相談取扱状況 件 令和2年度 299 400

子育て家庭が相談をしやすい状態である事、関係
機関と連携が取れ、子どもの虐待に関する相談が
早期にできていることを本指標で評価することがで
きる。

指標は、18歳までの児童にかかる新規再
開相談受理件数。保護者からの育児に関
する電話や来所による相談に加え、児童虐
待通告件数を含んでおり、市が対応する児
童虐待通告は関係機関からの通告が中心
になっている。

関係機関と連携を深め、より予防的に
関わることで相談援助を行う件数を増
やし、問題が重篤化することを防ぎたい
ことから、毎年１割程度の増加を目標
値とした。

子ども青少年
支援課

青少年育成の
推進

非日常型体験学習の参加
者数

人 令和2年度 0 140

青少年問題協議会の答申書において体験学習事
業は子育て世代の親にとって魅力的な事業として
本市が標榜する「世界が憧れるまち“小田原”」の
実現につながる事業として評価されたため指標とし
て設定した。

夏休みに小学５・６年生を対象に実施する
体験学習事業における子どもの参加人数で
す。

現在実施している類似事業の参加者が
１００～１２０人であることから、初年度
の参加目標を100人とし、その後、毎年
20人程度の増加を見込む。 青少年課

家庭教育支援
の推進

家庭教育学級及び家庭教
育講演会の参加者数

人 令和2年度 227 1,900

家庭教育を理解していただくため、先ずは家庭教
育学級又は家庭教育講演会に参加いただくことが
重要となると考えたため

家庭教育学級は、各小中学校ＰＴＡ等が主
催（ただし、講師謝礼については市が補助）
し、家庭教育講演会は、市が主催してい
る。

少子化の折、参加者の増加は難しいと
ころではあるが、令和元年度実績
（1,882人）を少しでも上回るよう、目標
値の設定を行った。

生涯学習課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

教育活動の推
進

国語、算数・数学の授業が
わかると感じている児童生
徒の割合

％ 令和元年度

国語：
82.7%

算数・数学：

79.9%

国語：
90%

算数・数
学：89%

指標は第５次総合計画を踏襲している。教育活動
の根幹となる授業に対する児童生徒の充実感を
測ることが可能と判断し設定した。

指標は、年に１度実施される全国学力・学
習状況調査（対象：小６及び中３）の質問紙
調査に設定されている設問の１つである。
基準値は、調査結果を反映し設定したもの
である。

第５次総合計画の指標に設定した際の
基準年（平成27年度）の基準値が、国
語 79％、算数・数学 77％であった。
目標値は、「わからない」と感じている児
童生徒の割合を半減させること目指し、
国語 90％、算数・数学 89％と設定し
た。第６次総合計画行政案において
は、現時点で目標値に達していないた
め、数値を据え置いている。

教育指導課

地域とともにあ
る学校づくり

児童クラブアンケート「楽し
いと感じている児童の割
合」

％ 令和2年度 67% 80%

放課後の子どもたちが安全・安心に過ごせる居場
所としての機能を持つ放課後児童クラブでは、令
和2年10月から民間事業者に運営を委託し、開所
時間の拡大や新たなプログラムの実施などサービ
ス向上を図っている。クラブの利用者である児童の
満足度を目標にすることで、サービス向上の効果
を評価することができる。

委託事業者が令和2年度に実施した利用
者アンケートの「お子様は児童クラブに対し
てどのように感じていますか」という設問に対
して、５つの選択肢から上位２つ（とても楽し
い、楽しい）を選択した割合を基準値とし
た。

児童クラブを利用する児童や保護者の
意向を踏まえて更なるサービス向上に
努めていきたいと考え、全体の8割が満
足している状況を目標値とした。

教育総務課

きめ細かな教
育体制の充実

教育相談件数 件 令和2年度 2,549 3,000

きめ細やかな教育体制の充実のためには、一人一
人の教育的ニーズに合わせた相談をすることが求
められる。件数を経年で追うことで、市として児童
生徒や保護者等の教育的ニーズを知ることがで
き、詳細施策の取組を総合的に評価できる。

指標は、不登校・いじめ・特別支援・学習・
しつけや育て方など児童生徒や保護者、教
職員が抱える悩みや困り感について、指導
主事・教育相談員・心理相談員が対応した
相談件数である。

令和2年度までの4年間の教育相談件
数の平均が約2,900件である。４年後の
令和6年度の目標値は、これまでの平
均の2,900件に、継続的な相談を大切
な視点と考え100件を加えて、3,000件
とした。

教育指導課

教育環境の整
備

学校・園施設からの要望
及び計画工事の実施率

％ 令和2年度 71% 100%

学校施設は、竣工から４０年以上経過した建物が
７割を超え、教育環境整備が事後保全となってい
る状況である。この指標が常に１００％となること
で、予防保全への移行が図られ、本指標の経年を
追うことで詳細施策の取組を総合的に評価でき
る。

学校要望と計画工事について、教育部で
優先順位を付けて公共施設マネジメント課
に工事予算を要望としている。このような状
況下でも、全てが予算されていない。公共
施設マネジメント課に要望し、予算化された
工事件数の比率を指標としている。

この指標が常に１００％となることで、予
防保全への移行が図られ、適切な教育
環境の整備に繋がるため。

学校安全課

企業誘致によ
る働く場の創
出

立地企業の市民雇用数 人 令和2年度 92 234

市の魅力をPRし、企業の誘致をすることで、市民の
雇用機会の拡大を目指すため。

企業誘致推進条例により市が進出支援し
た企業の市民雇用計画数を参考とした。

実績（１企業平均18人）および新たに
取り組むサテライトオフィス等（１企業１
人）に企業誘致目標数を乗じて算出。 産業政策課

起業支援体制
の充実

創業支援等事業者数 者 令和2年度 10 13

法に基づき創業を支援する事業者を増加させるこ
とで、創業しやすい環境を充実させるため。

法に基づいた支援メニューを提供するネット
ワークに参画している事業者。

参画を申し出ている事業者がいること、
今後、支援を充実させていくために、働
きかけていきたい事業者が想定される
ため。

産業政策課

新しい働き方
の推進

ワーク・プレイス・マーケット
利用者数

人 令和2年度 0 9,000

「働き方の見本市」となるワーク・プレイス・マーケッ
トの利用者数は、小田原で働くことの魅力度を測る
指標となるため。

ワーク・プレイス・マーケットに来場し、施設
を利用した人数。

令和4年度開設後、施設の認知が高ま
るに伴う利用者増を見込む。令和4年
度比で、令和5年度は２倍、令和6年度
は3倍の利用者を見込む。

産業政策課

変化に対応し
た中小企業支
援

経営相談窓口の相談件数 件 令和2年度 210 260

中小企業の経営改善、支援メニュー活用などによ
り地域経済活性化を目指すため。

産業政策課窓口に設置している「経営相談
窓口」で中小企業診断士が相談に応じた
件数。

コロナを契機とする支援メニューに加
え、業態転換など今後事業を継続して
いくための相談が増えてきており、コロナ
禍終了までニーズがあると思われるた
め。

産業政策課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

活気ある商店
街づくり

商店街団体等補助金活用
件数

件 令和2年度 23 36

商店街団体等は、にぎわいと交流の創出や、安心
安全なまちづくりなど、地域の実情に応じた様々な
取組を行っており、市は補助金を交付する等により
支援している。商店街団体等の活動状況を反映
する指標の一つとして、補助金交付実績を用いる
こととした。

市では商店街団体等の取組に対して「活気
ある商店街づくり事業費補助金」及び「持続
可能な商店街づくり事業費補助金」を交付
しており、指標には令和２年度のそれぞれ
の交付実績の合計件数を基準値とした。

令和２年度（23件）は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響により例年より
大幅に交付実績が減少したが、令和３
年度に令和元年度（30件）程度まで回
復し、その後、年２件ずつ（活気と持続
が１件ずつ）増加させていくことを目標と
した。

商業振興課

地場産業の振
興

展示会・見本市への出展
者数

事業者 令和2年度 3 15

小田原で生産された商品が全国あるいは海外に
向けて販路開拓を行った結果であり、地場産業の
振興（経済の循環）に直結するため。

令和２年度に展示会や見本市へ参加し、
商談を行った件数。

令和２年度はコロナ禍の影響により減少
したが、通常であれば10事業者程度の
参加があり、それに若干の増加を見込
んだ。

産業政策課

中心市街地の
にぎわいづくり

小田原駅周辺流動客数 人 令和2年度 111,838 128,000

商業施設の開業や観光施設のリニューアルオープ
ン、飲食店や食料品店の閉店や開店など、流動
客数には時々の経済状況やまちの動きが反映さ
れる。中心市街地における施策の効果を把握する
指標の一つとして、流動客数を用いることとした。
【第5次と数値の取り方を変更した理由】
第５次では、平成26年度に開業したハルネ小田原
と近隣６商店街における流動客数の合計を指標と
して設定した。その後、市民ホールや観光交流セ
ンターの開業、かまぼこ通りの認知度向上、空き店
舗利活用に向けた補助制度の創出など、中心市
街地において新たな取組が広がっており、新総合
計画ではより広範囲な流動客数の変化を捉えて効
果測定するよう、流動客調査全体の数値を指標に
設定した。

毎年12月に実施している「小田原市中心
部主要商店街流動客調査」の直近の令和
２年度の調査結果より、アークロードを除く
28地点の合計人数を基準値とした。

令和２年度（111,838人）は新型コロナ
ウイルス感染症拡大により大幅に減少
したが、今後コロナが収束し、経済活動
が再開され、また施策の推進により、令
和６年度には過去数年間で最大値で
あった令和元年度（127,269人）程度ま
で回復させることを目標とした。

商業振興課

農業の担い手
育成と交流体
験の推進

新規就農者数 人 令和2年度 63 87

本市農業において、担い手不足、耕作放棄地の増
加が課題となっており、新規就農者数の増加、耕
作放棄地の解消が、農地と農業生産の維持に繋
がると考えているため。

新規に農地貸し借りの契約を締結した農業
者の人数。

策定中の農業振興計画に、新規就農
者については年間8人増やす目標にし
ている。そのため3年間で24人増加を
目標値とした。

農政課

生産基盤の整
備と農地の維
持・保全

耕作放棄地の解消面積 ha 令和2年度 5.7 7.7

本市農業において、担い手不足、耕作放棄地の増
加が課題となっており、新規就農者数の増加、耕
作放棄地の解消が、農地と農業生産の維持に繋
がると考えているため。

平成24年度より開始した耕作放棄地解消
事業費補助金により解消した面積。

事業開始した平成24年度から令和2年
度の9年間の平均が0.64haのため、3年
間で2ha増加を目標値とした。 農政課

農業生産・流
通の振興

農作物の鳥獣被害額 千円 令和元年度 25,321 20,000

近年、本市では鳥獣被害が顕著となっており、被
害を削減することで耕作放棄地拡大の予防に繋が
ると考えているため。

県で算出している１年間あたりのイノシシ、ニ
ホンジカ、その他鳥獣による農業被害額。

直近の5年間で約5,000千円の削減の
ため、同等の削減額とした。

農政課

林業・木材産
業の振興

小田原産木材の流通量 ㎥
平成30～
令和2年度
の平均値

4,200 5,500

本市に広がるスギ・ヒノキ人工林の多くが本格的な
利用期を迎えた今、本指標を設定し、数値を改善
することで、「伐る、使う、植える、育てる」といった
森林資源の循環利用を促すとともに、木材利用の
状況を評価できるため。

小田原市内の森林から生産された素材
（丸太）の流通量。※県による集計値

森林整備の継続的な実施のほか、学
校木の空間づくり事業における年間実
施校数の増加など、小田原産木材の
利用拡大に向けた取組を予定してお
り、近年の実績を鑑み、およそ３割増を
目標としたもの。

農政課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

漁港・漁場の
整備

小田原漁港の水揚げ量 ｔ 令和2年度 2,810 2,895

高鮮度が一番の魅力となっている「小田原の魚」
は、小田原漁港に水揚げされる魚のことを意味して
おり、小田原漁港が整備されることにより、小田原
市以外の地域からの水揚げ量が増加することが期
待でき、詳細施策の取組を総合的に評価できる。

小田原漁港に水揚げされた魚の実績値と
なっている。平成26年度以降、令和元年
度までは減少傾向にあったが、令和2年度
に増加に転じた。これを維持していく意味で
基準値とした。

水揚げは、気候等に左右されるため増
減を推測することは難しいが、年1％程
度の増加を見込み目標値とした。

水産海浜課

漁業の担い手
育成と経営支
援

小田原市水産市場におけ
る地魚の取扱（卸売）金額
（直近３箇年平均の金額）

億円 令和2年度 8.05 8.76

「小田原の魚」をブランド化することで、地魚の価値
を高めることを目指しており、その成果を図る意味
で設定した。なお、取扱金額は、気候やその時の
社会情勢等の影響を受けやすいことから、直近3
箇年平均の金額としたものである。

小田原市水産市場で取り扱われる地魚の
卸売金額の実績値となっている。平成26
年度以降、令和2年度まで減少傾向にある
ことから、直近の実績値を基準値とした。

「小田原の魚」をブランド化する取組とし
て5年後に取扱金額を10%増加すること
を目標に掲げていることから年2％程度
の増加を見込み目標値とした。

水産海浜課

水産市場の再
整備

小田原市水産市場の取扱
量

ｔ 令和2年度 11,625 12,000

本市の水産市場は、築50年以上を経過しており、
再整備が喫緊の課題となっている。また、再整備
がされるまでの間、水産物を安定的に供給するた
め、市場の機能を維持する必要がある。このような
中、本指標の経年を追うことで詳細施策の取組を
総合的に評価できる。

小田原市水産市場全体の取引される実績
値となっている。平成28年度以降、令和元
年度までは減少傾向にあったが、令和2年
度に増加に転じた。これを維持していく意味
で基準値とした。

水産市場の取扱量は、気候や社会情
勢等に左右されるため増減を推測する
ことは難しいが、年１％程度の増加を見
込み目標値とした。 水産海浜課

小田原漁港エ
リアのにぎわい
づくり

交流促進施設の年間入込
客数（レジ通過者数）

万人 令和2年度 36 50

小田原漁港交流促進施設（漁港の駅TOTOCO小
田原）は、本市の水産業の振興、水産物の消費の
拡大及び市民と来訪者との交流の促進を図ること
を目的に整備しており、本指標の経年を追うことで
詳細施策の取組を総合的に評価できる。

小田原漁港交流促進施設（漁港の駅
TOTOCO小田原）は、令和元年11月に開
業していることから、令和2年度の年間入込
客数（レジ通過者数）を基準値とした。

指定管理者の事業計画上の目標値
（開業当初）
※面前交通量（国道１３５号交通量に
よる）による算出及び類似施設を参考と
した市の想定と同様の値

水産海浜課

観光推進体制
の強化

観光協会主催事業の総入
込客数

万人 令和2年度 32 200

地域DMO機能を運営する小田原市観光協会を支
援するとともに地域集客サービス統括会社（DMC）
とも連携を図りながら、観光振興の推進体制の強
化を図り、多くの方に本市を知ってもらい、来ていた
だくことを目標としており、本指標の経年を追うこと
で詳細施策の取組を総合的に評価できる。

指標は、小田原市が観光協会及び観光誘
客を目的とした、事業の実績値となってい
る。なお、令和２年度は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により観光協会主催事業
が軒並み中止となったことから前年度比
16.6％と激減している。

新型コロナウイルス感染症の影響から、
数値の基準年の考え方が難しいため、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
前の最高数値を目標値とした。 観光課

「美食のまち」
づくり

観光客消費額 億円 令和2年 126 230

小田原の豊かな「素材」のPRと売り込みを進めると
ともに、観光誘客の為「美食のまち」小田原が市内
外に定着するようにプロモーションを推進し、市内
での消費額の増加を目標としており、本指標の経
年を追うことで詳細施策の取組を総合的に評価で
きる。

指標は、令和２年入込観光客調査をもとに
算出した実績値となっている。なお、令和２
年は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り前年比61.4％と激減している。

新型コロナウイルス感染症の影響から、
数値の基準年の考え方が難しいため、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
前の最高数値を目標値とした。 観光課

観光コンテンツ
の充実

入込観光客数 万人 令和2年 370 630

多くの来訪客を迎え入れるため小田原が持つ歴
史・文化・なりわいなどの資源を最大限に活用し、
来訪客を惹きつけるような小田原ならではのコンテ
ンツを拡充し、多くの方に本市を知ってもらい、来て
いただくことを目標としており、本指標の経年を追う
ことで詳細施策の取組を総合的に評価できる。

指標は、令和２年入込観光客調査をもとに
算出した実績値となっている。なお、令和２
年は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り前年比59.3％と激減している。

新型コロナウイルス感染症の影響から、
数値の基準年の考え方が難しいため、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
前の最高数値を目標値とした。 観光課

回遊の促進 一人当たり観光消費額 円 令和2年 3,408 3,800

市内各所に観光資源が点在しているという課題が
ある。滞在時間を延ばし、多くの観光コンテンツを
回遊し消費してもらうことを目標としており、指標の
数値を改善させることで、その解決の進捗を見るこ
とができる。また、本指標の経年を追うことで詳細
施策の取組を総合的に評価できる。

指標は、令和２年入込観光客調査をもとに
算出した実績値となっている。なお、過去3
年間の１人当たりの観光消費額は増加傾
向にある。

新型コロナウイルス感染症の影響から、
数値の基準年の考え方が難しいが、こ
こ数年の取り組みから一人当たり観光
消費額は増加傾向であるので、最高数
値の令和2年を基準に過去3年間の平
均伸び率を乗じて目標値を算出した。

観光課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

小田原城など
の整備・活用

小田原城天守閣入場者数 人 令和2年度 213,281 585,000

天守閣の入場者数は、小田原城などの史跡の整
備や活用に影響を受ける面が多いことや、入場者
数は、正確にカウントされており、信頼性のある数
値となっていることから指標を設定した。

指標は、小田原城天守閣への入場者数
（実績値）であり、令和元年度は、580,019
人であったが、令和2年度の基準値は、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響で大幅
な減少となった。

入場者数は、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響による減少も徐々に落ち
着いてくると想定しており、この中で史跡
の整備や積極的な活用、効果的なPR
などを取り組み、新型コロナウイルス感
染症の影響前の令和元年度レベルま
で上げることを目標とし設定した。

小田原城総合
管理事務所

文化財の保存
と活用

文化財公開事業等来訪者
数

人 令和2年度 5,483 6,200

本市は、小田原城は知っているものの、邸園文化
にかかるような「文化財建造物」などの認知はまだ
低いといった課題があり、指標の数値を改善させる
ことでその解決の進捗を見ることができる。また、本
指標の改善は、他の取り組みの成果向上にもつな
がると捉えており、本指標の経年を追うことで詳細
施策の取組を総合的に評価できる。

令和2年度に文化財建造物公開事業や、
埋蔵文化財関連イベント参加者の合計であ
る。過去の5年間で一定の改善が見られる
ものの、まだ改善の余地がある。

Ｒ６年度に向け、公開場所を増やす、あ
るいは、開催場所を工夫して多く集客
する、など手法の改善により来訪者数
の増が見込めることから、目標値を設定
した。

文化財課

歴史まちづくり
の推進

歴史的建造物等入館者数 人

４施設の入
館者数の平
均値（H28
～R2）

48,886 50,353

小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）に、
整備活用に係る事業を位置付けた歴史的建造物
であり、その入館者数を当該計画及び連動した国
の支援措置である社会資本整備総合交付金（街
なみ環境整備事業）の定量的指標としているた
め。
４施設…小田原文学館、小田原宿なりわい交流
館、旧松本剛吉別邸、皆春荘

小田原市歴史的風致維持向上計画（第１
期）の計画期間10年間（H23～R２）のうち、
後期（H28～R２）の４施設における入館者
数の平均値を基準値としている。

小田原市歴史的風致維持向上計画
（第１期）の計画期間10年間（H23～R
２）のうち、後期（H28～R１）の入込観光
客数の増加率約105％を、今後の４施
設の入館者数の増加率と想定してお
り、R４以降の５年間において、１年で約
１％の増加が見込まれるため。

まちづくり交通課

郷土について
の学びの推進

松永記念館来館者数 人 令和元年度 18,304 23,000

特別展をはじめとする普及事業を定期的に開催し
ているため。なお、郷土文化館本館は施設の老朽
化が著しく、尊徳記念館は生涯学習団体の利用が
多いことから、郷土文化館分館松永記念館とし
た。

令和元年度の松永記念館の入館者数 従前の傾向に加え、積極的な事業展
開により、毎年前年実績を上回るよう目
標値を設定した。

生涯学習課

文化・芸術の
振興

小田原三の丸ホール来場
者数

人 令和2年度 0 500,000

（仮称）文化によるまちづくり条例に基づく基本計画
で、小田原三の丸ホールを中心にすべての市民が
文化に親しみ、身近に触れあう機会の創出を基本
目標の一つして掲げているため

開館前であるため、実績なし。 実績及び他施設を参考に設定

文化政策課

文化交流の推
進

姉妹都市・友好都市との
文化交流事業実施回数

回 令和2年度 3 8

姉妹都市・友好都市等との交流事業を市として継
続することで、市民主体の交流の促進につなげて
いくため

令和２年度の実績値（新型コロナウイルス
感染症の影響により中止した事業があるた
め、例年より少ない）

例年の実績値を参考に設定

文化政策課

図書館サービ
スの充実

人口一人当たりの貸出冊
数

冊 令和2年度 1.46 4

図書館の利用状況を分かりやすく示し、他の公共
図書館と比較しやすい指標であることから設定

人口一人当たりの貸出冊数
貸出冊数274,639冊（R2年度）÷
人口188,533人（R3.4月）≒1.46冊

県内の同規模自治体の図書館と比較
して本市の市民一人当たりの貸出冊数
は少ないため、同規模自治体の図書館
と同程度の数値を設定

図書館

生涯スポーツ
の振興

スポーツ施設利用者数 人 令和2年度 468,085 1,056,000

スポーツ振興の促進やスポーツ活動を支える環境
整備という方針があり、指標の数値が増加すること
で、その進捗を確認することができる。

指標は、小田原アリーナや小田原テニス
ガーデンといった施設の利用者数の実績値
となっている。なお、数値は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で大きく減少している。

R6年度に向け、まずは新型コロナウイル
ス感染症の影響前の数値を目標とし
て、回復後はさらに増加を図りたいこと
から、この数値を目標値とした。

スポーツ課

生涯学習の振
興

キャンパスおだわら講座受
講者数

人 令和2年度 9,746 45,500

キャンパスおだわら事業は、講座を開催する主催
者と講座を受けたい市民等を繋ぐことが、主な役
割であるため。

行政・民間・学校等が主催する各種講座へ
の参加者数

コロナ禍で落ち込んだ各種講座の受講
者数を令和元年度実績（45,030人）ま
で回復させるよう目標値を設定した。 生涯学習課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

温暖化対策の
推進

二酸化炭素排出量の削減
率

％
平成30年

度
18

27
(R12年度
46％超)

地球規模の課題である地球温暖化対策として世
界共通で取り組むものであるため

二酸化炭素排出量の削減率の最新値 国の削減目標「令和32年温室効果ガ
ス（二酸化炭素）排出実質ゼロ」「平成
25年度比で令和12年度の温室効果ガ
ス排出量46％削減」に即して算出

環境政策課

エネルギーの
地域自給の推
進

市内の再生可能エネル
ギー導入量

千kw 令和元年度 34 67

本市は、国に先がけて2050年カーボンニュートラ
ルの実現を目指すことを表明しており、実現に向け
ては、再生可能エネルギーの導入は不可欠な取
組であるため、市内の導入量を指標として設定して
いる。

指標は、経済産業省資源エネルギー庁が
公表しているデータとしている。

2050年カーボンニュートラルに向け、
バックキャスティングにより2030年の再
生可能エネルギー導入量5倍を目標値
として設定した（2030RM）。
2030年までは当初5年間で基盤構築
を図り、その後加速度的に導入を拡大
していく形で設定している。

エネルギー政策
推進課

地域循環共生
圏の構築

地域循環共生圏の構築に
向けた取組数

件 令和2年度 0 5

大きい概念である地域循環共生圏の構築に向け、
具体的な事例を増やしていくこととしているため

現在の事例は無し 荒廃竹林や獣害対策など身近な課題
から経済性価値を見出し、地域循環共
生圏になり得る事例として、現在検討や
実施している取組数より算出 環境政策課

ごみの減量
化・資源化の
推進

家庭ごみにおける１人1日
当たりの燃せるごみ排出量

g 令和2年度 515 484

小田原市一般廃棄物処理基本計画の数値目標
の一つであり、プラスチックごみや食品ロス削減の
取組などを推進することで減少する指標であるた
め
【第5次と数値の取り方を変更した理由】
第５次総合計画では、家庭ごみと事業ごみを含む
燃せるごみ全体の排出量を目標値に設定していた
が、市民の行動変容等による排出量の変化を、よ
り把握しやすくするため家庭ごみのみを対象とし、
経済活動により増減が左右される事業ごみについ
ては対象外とした。

家庭から排出される燃せるごみの排出量を
人口及び日数で除した数値

小田原市一般廃棄物処理基本計画の
中間目標年度である令和６年度の数値
であり、過去の燃せるごみ排出量のトレ
ンド及び将来推計人口等から算出

環境政策課

ごみの適正処
理

資源化率 ％ 令和2年度 24.3 24.9

小田原市一般廃棄物処理基本計画の数値目標
の一つであり、施設等の管理及びごみの処理を適
正に行い、資源化量を確保することで向上に繋が
る指標であるため

ごみの総排出量に対する、資源化量の割
合

小田原市一般廃棄物処理基本計画の
中間目標年度である令和６年度の数値
であり、過去のごみ総排出量と燃せるご
み排出量のトレンド及び将来推計人口
等から算出

環境政策課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

生態系の維持
保全

主要河川におけるBODの
環境基準達成率

％ 令和2年度 100 100

河川の汚れ具合の代表的指標であるBOD（生物
化学的酸素要求量）で河川の状況を評価すること
ができるため

令和２年度に実施した各河川のBOD値が
環境基準を達成した河川の割合

近年の環境基準達成率の状況の推移
から目標値を設定

環境保護課

森林・里山の
再生

小田原市森林整備面積 ㏊ 令和2年度 28 28

木材価格の低迷や森林所有者の経営意欲の減
退などにより、管理の行き届かなくなった森林が増
える中、本指標を設定することで、健全な森林の
整備・保全の進捗状況を確認するため。
【第5次と数値の取り方を変更した理由】
第５次は市と県が実施した整備面積の合算値、第
６次は市単独の整備面積のみとしている。県が実
施してる森林整備は県全域が対象となっているた
め、年により本市での整備規模にばらつきがあるこ
とから、第６次では市の考えで計画的に整備できる
市単独の森林整備面積のみを指標とした。

本市が主体的に進める「地域水源林整備
事業」における森林整備の面積。

県の水源環境保全税を原資としながら
令和８年度まで継続した取組を進めて
いくため、基準値同様の数値を目標値
としたもの。

農政課

水辺環境の整
備促進

酒匂川水系保全協議会実
施イベント参加人数

人 令和2年度 88 330

酒匂川の環境保全、環境教育を進めていくため
に、各種啓発イベントを実施しており、啓発を実施
した人数として、イベント参加者数を設定することが
最も適当であると考えたため。

令和２年度に実施した環境保全啓発イベン
ト（計2回）の参加者数

コロナ禍が終息することを想定し、ｲﾍﾞﾝ
ﾄ回数の増及びイベント１回あたりの参加
者数の増を見込んでこの数値とした。 環境保護課

美化の推進と
衛生環境の保
持

美化清掃実施回数 回 令和2年度 276 500

自治会・ボランティアが収集したごみを行政が回収
することで市内の美化の推進と衛生環境を協同で
保持することができるため。

自治会・ボランティアから申請のあった清掃
の回数

コロナ禍の終息と市民の美化意識の向
上により、清掃回数が増加していくと考
えられるため。 環境保護課

計画的な土地
利用の促進

市民との協働による地区計
画（地区のルール）検討地
区数

地区 令和2年度 1 3

地区計画は、都市計画運用指針において、都市
計画が目指す望ましい市街地の実現のため、積極
的に活用されるべきとされている。

指標は、市民との協働によるまちづくりを検
討する取組の実績値となっている。

R６年度に向け、駅周辺の高度利用を
図るため、地元で機運の高まっている２
地区とその他１地区で市民との協働に
よるまちづくりを検討することとして、目
標値を設定した。

都市計画課

地域資産を活
用したまちづく
りの推進

小田原駅周辺流動客数
（再掲）

人 令和2年度 111,838 128,000

小田原駅・小田原城周辺からかまぼこ通り周辺地
区までの小田原駅周辺流動客数調査の範囲につ
いて、良好な街なみ形成や地域資源を生かしたま
ちづくりによる回遊性の向上や良好な住環境創出
を進めているため。

毎年12月に実施している「小田原市中心
部主要商店街流動客調査」の直近の令和
２年度の調査結果より、アークロードを除く
28地点の合計人数を基準値とした。

令和２年度（111,838人）は新型コロナ
ウイルス感染症拡大により大幅に減少
したが、今後コロナが収束し、経済活動
が再開され、また施策の推進により、令
和６年度には過去数年間で最大値で
あった令和元年度（127,269人）程度ま
で回復させることを目標とした。

まちづくり交通課

市街地整備の
促進

優良建築物等整備事業を
活用した住宅戸数

戸 令和2年度 89 255

優良建築物等整備事業を活用した共同化やマン
ション建替えが進むことは、定住が促進されること
から従前従後の住宅戸数を指標とした。

指標は、優良建築物等整備事業による建
替えの対象となっている建築物の住宅戸数
を基準値とした。

R６年度の数値は、優良建築物等整備
事業により建替えられた建築物の住宅
戸数を目標値とした。 都市計画課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

住宅ストック活
用の促進

市に登録された住宅ストッ
クの利活用件数

件 令和2年度 2 6

「住宅ストック」とは、空き家をはじめ、中古物件とし
て不動産流通にある住宅を指すものとしており、そ
の総数を把握することは困難であることから、数値
化が可能な市に登録されたものを指標とした。

指標は、本市空き家バンクの年間の平均成
約数1.3件（6年間で8件）を基にしている。

住宅ストックの利活用は、民間流通が
主であり、市への登録はそれを補完す
ることから、実績値を基準とする数値を
目標値とした。

都市政策課

市営住宅の再
整備

長寿命化改修工事の進捗
率

％ 令和2年度 15 60

長寿命化改修工事とは、外壁改修・屋上防水・給
排水管改修などの大規模工事であり、施設を長期
に有効活用するための工事である。当該工事を計
画的に実施していくことが、入居者の安全・安心及
び適正な住環境の整備に繋がるため指標として設
定した。

指標は、令和２年度から10年間に計画され
る長寿命化改修工事の進捗率としている。
10年間に52件の工事を計画しており、基準
値となる令和２年度は８件の工事を実施し
たため進捗率を15％としている。

令和２年度から10年間に52件の工事
を計画しており、令和６年度までに31件
の工事を計画しているため進捗率60％
を目標値としている 建築課

緑化の推進と
公園の整備・
管理

再整備した街区公園数 公園 令和2年度 0 2

行政主導ではなく、市民の意見が反映された魅力
ある公園を増やしていくことで、公園の利用を促進
し、住む人が愛着を持てる公園を再整備していく必
要があると考えたため。

街区公園の老朽化した遊具の更新は、安
全確保の観点から優先的に実施している
が、公園全体としての再整備は進んでいな
い状況である。

街区公園の再整備については、周辺住
民のニーズや周辺環境の変化などを踏
まえ、地域特性に合った再整備計画を
作成し、魅力ある公園づくりを行うため、
相当の時間が必要と考えている。また、
比較的大きな規模の公園整備を想定
しており、費用面においても１箇所当り
数千万円の事業費を見込んでいること
から、目標値を２公園と設定した。

みどり公園課

公共交通ネッ
トワークの構築

路線バスの路線数（幹線） 本 令和2年度 8 8

居住・都市機能に関わる幅広い分野と連携したコ
ンパクトなまちづくりを推進するために定めた立地適
正化計画（平成31年３月策定）において示される
「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指
す上で、当該路線の維持が必要不可欠であるた
め。

指標の基準値を維持することにより、鉄道
路線ではカバーしきれない各拠点（主要な
駅周辺など）間の移動を補完することで、誰
もが暮らしやすく、都市の活力が持続的に
確保される。

誰もが不便なく移動できる公共交通
ネットワークを維持・確保していくため、
設定。なお、令和６年度に地域公共交
通計画を策定し、同指標を位置づける
予定。

まちづくり交通課

幹線道路等の
整備促進

整備促進に係る国や県へ
の要望回数

回 令和2年度 9 9

国道、県道の幹線道路の整備促進を図るために
は、国や県の安定的な予算確保、拡充等が重要と
なるので、本市が実施すべき要望活動の回数を指
標とした。

伊豆湘南道路３回、命と暮らしを守る道づく
り全国大会１回、安全、安心道づくりを求め
る全国大会１回、道路整備の促進を求める
神奈川県大会１回、関東国道協会１回、圏
央道・新東名等建設促進大会１回、県政
要望１回。

幹線道路の整備は、完成までに長期間
を要すので、R6時点も同様の回数とし
た。

建設政策課

生活道路の整
備と維持管理

市民生活道路改良事業に
よる整備延長

ｍ 令和3年度 120 480

市民にとって、目に見えて、進捗が実感できるもの
として、市民生活道路改良事業の整備延長を指
標とした。

令和３年度の整備見込み延長（135ｍ/
年）及び令和４年度から令和６年度までの３
か年における整備予定箇所の延長（360
ｍ）の平均値としている。

基準値（120ｍ/年）を基本とし、令和３
年度から令和６年度までの４か年の整
備水準を目標値とした。 道水路整備課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

水道水の安定
供給

基幹管路の耐震管率 ％ 令和2年度 57.4 62.3

重要度の高い基幹的な管路の更新（耐震化）
を優先することは、地震等における断水リス
ク軽減や早期復旧につながるものであり、水
道の安定供給のために重要な指標である。

基幹管路約69㎞のうち、耐震管の割合
を示すもので、全国平均や県内他市と
比べても高い状況である。

管路の耐震化を計画的に実施する
ことで得られる目標値であり、数
値が高いほど地震等における断水
リスクが軽減される。 水道整備課

下水道整備と
適切な維持管
理

重要な管渠の耐震化率 ％ 令和2年度 41.6 52.3

地震による下水道施設の被災が市民生活や公衆
衛生等に重大な影響を及ぼすことがないよう、特
に重要な管渠に重点を置いているため、本指標を
設定した。

緊急輸送路下や広域避難所などの排水を
受ける重要な管渠(約149km）のうち、耐震
性能を有する管渠の割合となる。

小田原市下水道ストックマネジメント計
画に基づき設定した。

下水道整備課

上下水道事業
の健全経営

企業会計における経常収
支比率

％ 令和2年度

114.2
（水道）
104.9
(下水)

100.0

経常収支比率は、企業本来の業務活動と財務活
動を総合的に表す指標であるため、「健全経営」の
基礎となる指標と判断した。

令和2年度決算値の実績。いずれも100％
を超えており、経営状況は健全である。

経常収支比率が100％を上回ること
は、経常的な企業活動において利益を
出していることを意味するため。

経営総務課

市民との情報
共有

市ホームページアクセス数 件 令和元年度 10,528,471 14,000,000

プッシュ型の広報紙より、プル型のホームページの
方が市民が情報を共有しようとする意思が測れる
ため。

令和２年度は新型コロナという特殊要因に
よる極端な増加があったため、令和元年度
を基準値とした。

過去の年間最高アクセス数を超えるべ
く、毎年度1割増とした。

広報広聴室

効率的な行財
政運営

行財政改革による財政効
果額の目標達成率

％ 令和3年度 0 100

本市が将来にわたって持続可能なまちであり続け
るには、不断の行財政改革に取り組む必要があり、
本指標を達成することで「効率的な行財政運営」
について、総合的に評価できる。

行財政改革の取組により、生み出された効
果を金額に換算した財政効果額の目標の
達成率を指標としている。

行財政改革については、別途個別の計
画を策定し、行財政改革による財政効
果額の目標を設定しているため、その
数値の達成率（100％）を目標値とし
た。

企画政策課

公共施設の最
適化

緊急的な維持修繕工事が
必要な市有建築物の割合

％ 令和2年度 4 2

市有建築物の安全性の確保を示す指標であり、計
画的な維持保全の進捗を確認できるため。

状態監視の対象としている市有建築物の
主要な部位の更新費用のうち、緊急的な
対策が必要な部位の割合である。一定割
合の故障等が発生するため、故障部位に
よって増加することがあるが、平成28年度
から令和元年度の３年間は減少傾向にあっ
た。

平成28年度から令和元年度の減少率
を令和２年度以降の減少率として試算
した。

公共施設マネ
ジメント課

人材の確保・
育成・活用

女性職員の昇任希望率
（主査級及び副課長級）

％ 令和3年度 63 80

女性職員の昇任希望率は、本市が策定した「特定
事業主行動計画」に掲げる目標の１つとして、すべ
ての職員が働きやすい職場環境の実現を目指す
ものであることから、指標として適切であると捉え設
定した。

職員の昇任希望等の意向調査書「キャリア
開発シート」の回答を基に、女性の主査級・
副課長級に占める、昇任希望者の数を、昇
任希望率として算出している。

管理監督者に占める女性職員の割合
とキャリア開発に係る調査結果を基に、
「特定事業主行動計画」において令和
７年度までの数値目標を80％以上とし
ているため。

職員課

広域連携の推
進

広域連携による取組数 件 令和2年度 103 103

広域連携は多方面にわたっており、個々の事業の
評価は個別に行うことが適当である。このため、総
体としては連携の取組数により総合的に評価でき
る。

県西地域２市８町及びその他広域的な枠
組みにおける、組織化し事業を実施してい
る件数及び組織化せず事業のみを行って
いる件数を基準値としている（令和元年５月
１日現在の数値）。

広域連携による取組は、社会経済情勢
や各自治体の施策の変化などにより流
動的な要素があるため、現在の取組数
を目標値とし、連携の変化等をとらえる
ことが適当と判断した。

企画政策課
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№ 施策 詳細施策 指標名 単位 基準年 基準値
【目標値】
R6年度

指標設定の理由 指標（基準値）の説明 目標値の根拠 所管課

民間企業や大
学との連携

包括連携協定件数 件 令和2年度 5 13

地域課題の解決や市民サービスの向上には民間
企業や大学との連携が必要であり、その手法のひ
とつである包括連携協定の件数を指標に設定し
た。

令和元年度から令和２年度までに包括連
携協定をした件数

包括連携協定を締結するまでに事前の
打ち合わせ等期間を有するため、年間
２件の締結を想定しての数値 未来創造・若者課

若者・女性活
躍の推進

若者・女性と市長の意見
交換会の開催

件 令和2年度 0 3

世界が憧れるまち“小田原”の実現には、今以上に
若者や女性の力が不可欠であることから、こうした
方々と市長が意見交換を行う場を設ける必要があ
ると考える。

令和元年度から令和２年度までは実施件
数が無いため

小田原箱根商工会議所の合同入社式
に出席する新入社員との意見交換会を
想定しており、令和６年度までに３回開
催したいと考えている。

未来創造・若者課

公民連携によ
るSDGsの推進

SDGｓパートナー登録者数 者 令和2年度 142 260

ＳＤＧｓの推進のためには、行政だけでなく民間企
業を巻き込んだ取り組みを進める必要がある。その
ため、ＳＤＧｓに取り組む企業、団体であるパート
ナー数を増加させることがＳＤＧｓの推進につながる
と考える。

令和元年度から令和２年度までのパート
ナー登録者数

年間65者とのパートナー登録を想定

未来創造・若者課

行政基盤の
DX

電子申請システム取扱
サービス数

件 令和2年度 20 370

本市では以前から電子申請システムを利用してい
る。今後、各種行政手続をオンライン化することは
住民サービスの向上につながると捉えており、本指
標の経年を追うことでサービスの向上の度合いが
評価できる。

基準値は令和３年度に電子申請システム
で受け付けている申請・届出の数である。

庁内の手続きのうち、オンライン化が可
能と考えられる手続きの半数をオンライ
ン化の目標値とした。

デジタルイノ
ベーション課

デジタル化を
通じた新たな
価値の創造

市民向けデジタル活用講
習会実施件数

件 令和2年度 0 150

本市では社会全体でデジタル化が進められている
中、すべての市民がその恩恵をうけることができる
ように「格差を生じさせない、人にやさしいデジタル
化」を目指している。高齢者などがデジタルへの格
差を解消できるように、講習会を開催することでデ
ジタル化への格差をなくすことができ、取組状況を
評価できる。

本事業は、令和3年度からの事業であり、
基準値は０である。

市役所だけでなく民間企業を巻き込み
様々な場所で講習会が開催できる回
数を目標値とした。

デジタルイノ
ベーション課

スーパーシ
ティの実現

データ連携取扱サービス
件数

件 令和2年度 0 10

スーパーシティでは、規制改革に取り組みながら情
報連携基盤整備事業を核とした複数サービスの
データ連携が必要である。異なる分野間のデータ
を組み合わせて活用することで地域の課題解決に
つながることができ、取組状況を評価できる。

本事業は、区域指定がなされておらず、基
準値は０である

情報連携基盤構築後、まずは先行的
に事業展開できる分野のデータ連携取
扱サービス数を目標値とした。

デジタルイノ
ベーション課
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